
令和８年４月 

災害時の行動指針 
広島大学附属東雲中学校 

１．登校時の安全確保が必要となる場合 

 ① 広島市南区 に、以下の警報が１つでも発令されている場合 

 

 ② 広島県 が Jアラート作動時の対象地域に含まれている場合 

 ③ 広島市 に「震度６弱」以上の地震が発生した場合 

２．警報等発令の登校に関する生徒の皆さんの動き（基本） 

 

６:30  

 

 

※普段、6:30 以前に登校を開始している生徒も、警報発令の

可能性がある場合は、6:30まで自宅で待機する。 

８:30 
 

 

 

 

 

 

10:30 
 

 

 

 

 

 ・保護者の方は、緊急連絡ネット（さくら連絡網）の内容をお子様に伝達してください。 

 

 ●広島市南区に警報が発令されていない場合であっても、地域によって交通遮断が予想される場合や、保

護者が通学時の安全が確保できないと判断する場合は、自宅での安全確保を優先してください。 
 

 ●警報が解除された場合でも、交通状況等により上記の対応が変更することがあります。さくら連絡網に

て詳細を連絡しますので、生徒と連絡がとれるようにしておいてください。 

 

特別警報（台風等異常気象）、暴風警報、大雨警報、洪水警報、津波警報 

休校 

 

警報発令 

 

警報解除 

 

警報発令 

 

警報解除 

 
天候の回復が予想される場合 

12:30までに登校 

自宅待機 

 

天候の回復が予想される場合 

10:30までに登校 

緊急連絡ネット 
（さくら連絡網） 

確認 

警報発令 

 
自宅待機 

 

１年間保管 



令和８年４月 

 

３．学校にいる時に災害等が起きた場合の対応 

 本校では、【火災】【地震・津波】【不審者侵入】に対する避難訓練を実施し、学校での生徒の安

全確保に関する学習に取り組んでいます。 
 

火
災 

 
①火災を発見した場合は、非常ベルを押して、近くの先生に知らせる 

②放送の指示を聞く 

 

 

③教室のカーテンをあけ、電気を消す。窓と扉は閉める 

④避難をする時には、姿勢を低くしてハンカチで鼻と口を覆う 

地
震 

 
①倒れやすいものから離れ、机の下などに隠れて身の安全を確保する 

②放送の指示を聞く 

 

 

③教室のカーテンをしめ、電気を消す。窓と扉は開ける 

津
波
・
水
害 

 ①放送などの指示を聞く 

 

不
審
者
侵
入 

 
①名札をつけていない来校者を見かけたら、近くの教員に知らせるか、非常

ボタンを押す 

②チャイムの合図で避難する・教室に入る 

 

４．学校にいる時に災害等が起きた場合の下校について 

· 学校長の判断で、生徒の生命及び安全を確保する最善の対応を速やかに行います。（対応の

例：学校待機、保護者への引き渡し等）その際、緊急連絡ネット（さくら連絡網）により、

保護者の方にご連絡します。 

 

· 学校長が緊急対処の必要があると判断した場合は、学校長の判断で、適宜、下校等の処置を

とることがあります。 

 

 

避難場所の例：体育館、グラウンド 

避難場所の例：グラウンド、屋上 

避難場所の例：４階、屋上 

避難場所の例：教室、体育館、グラウンド 

登下校中に災害に遭遇した際の避難場所・経路について、 

家庭で話し合い、必要事項を生徒手帳に記入しておきましょう！ 

☎ 電話番号  東雲中学校（職員室）082-890-5222  082-890-5223 

             （担任の先生の準備室） 082-890-       

 

 

 

 


